
介護サービス関係Ｑ＆Ａ集（社団法人 京都府介護支援専門員会）訂正 

標記の件につき平成22年 6月 2８日下記の通り厚生労働省より訂正及び追加・削除が出されました。 

Ｐ５３～５４ すでに廃止されている取り扱いのため削除 

4 

報

酬 

経口移行加算 (経口摂取可能な者の誤嚥防止のための措

置を評価する場合）経口移行加算について、

ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った

場合、費用は利用者の負担となると考えてよ

ろしいか。 

造影撮影（造影剤使用撮影）の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介護

保険施設に入所している者については、当該検査を実施した医療機関がその

費用を医療保険で算定可能である。 また、内視鏡検査（喉頭ファイバースコピ

ー）の場合、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設入所者について

は、医療保険で算定可能である。 

4 

報

酬 

経口移行加算 経口移行加算について、著しい摂食・嚥下機

能障害を有し、誤嚥が認められるものについ

て、特別な管理が行われた場合には算定で

きるとのことだが、日数の制限等はないの

か。また、どうなると算定できなくなるのか。 

1．著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口によ

る食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄

養は摂取されており、かつ、概ね 1週間以上にわたり著しい摂食機能障害によ

る誤嚥が認められないと医師が判断した日までの期間とするが、入所者又は

その家族の同意を得た日から起算して 180 日以内の期間に限ることとしてい

る。 

2．誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を

得た日から起算して180日を超えた場合でも､造影撮影(造影剤使用撮影)又は

内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)を再度実施した上で、医師が特別な栄養

管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当該栄養管理を実施することに

ついて利用者又はその家族の同意を得た場合にあっては、当該加算を算定で

きることとする。ただし、この場合において、医師の指示は概ね２週間毎に受け

るものとする。 

4 

報

酬 

経口移行加算 経口移行加算の嚥下機能評価について、造

影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲み

テストなど）で嚥下機能評価している場合で

も可能か。 

御指摘のような場合には算定できない。 

 

Ｐ１６５ １番目のＱ＆Ａ すでに廃止されている取り扱いのため削除 

1 

人

員 

人員基準を満

たさない場合の

取り扱い 

通所リハビリテーションにおける理学療法

士、作業療法士または言語聴覚士が人員

基準を満たさない場合の減算方法について

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が常勤換算方法で 0.2人以上勤務し

ていることを要するものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が常

勤換算方法で0.2以上勤務していない週に提供された通所リハビリテーションを

対象に当該単位について当該週を通じて減算する。 

なお、通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士の人員配置については、リハビリテーションの基本方針に照らし、質の高いリ

ハビリテーションの提供を促進する観点から、原則として、通所リハビリテーショ

ンの単位ごと、かつ、営業日ごとに配置することが望ましいものであり、特に当

該単位の提供時間帯を通じて専従する従業者が介護職員のみである場合は、

通所リハビリテーションの単位ごと、かつ、営業日ごとに理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士を配置するよう努めるべきものである。 

 

 



24介護老人福祉施設 

介護サービス関係Q&A・24介護老人福祉施設・訂正（社団法人 京都府介護支援専門員会） 

 

介護サービス関係Ｑ＆Ａ（社団法人 京都府介護支援専門員会） Ｐ２５９ 

回答訂正のため差し替え 

4 

報

酬 

ショート

ステイ

床の特

別養護

老人ホ

ーム床

としての

一時的

活用 

特別養護老人ホーム（介護老人福

祉施設）において従前から認められ

ている福祉の措置等の入所に係る

特定措置と今回の特例入所に係る

介護報酬における取扱いの関係如

何。 

現行、福祉の措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者

の再入所の時期が見込みより早くなったこと（以下「福祉の措

置等」という。）によりやむを得ず特別養護老人ホームの入所

定員を超えることとなった場合には、当該入所定員の５／１００

（当該定員が４０名を超える場合は２名）を限度として、介護報

酬の減算を適用しないこととしているところである。 

今般の特例入所についても、当該入所定員の５／１００を限度

として、介護報酬の減算を適用しないこととするが、これは、福

祉の措置等による定員超過の場合とは別個の新たな特例措

置であることから、福祉の措置等による入所定員超過と特例

入所による入所定員超過を合算して、特別養護老人ホームの

入所定員の１０／１００の範囲内におさまっていればよいという

取扱いではなく、それぞれの限度を遵守することとなる。 

 事例は以下のとおり。 

（例） 特別養護老人ホームの入所定員１００人の場合 

    福祉の措置等の入所者の上限：２人 

    特例入所者の上限：５人（＝１００×５／１００） となる。 

したがって、福祉の措置等の入所者が３人、特例入所者が４人

という場合は、当該介護老人福祉施設入所者の介護福祉施設

サービス費全体が７０／１００減算される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18短期入所生活介護事業 

 介護サービス関係Q&A・18短期入所生活介護（社団法人 京都府介護支援専門員会） 

介護サービス関係Ｑ＆Ａ（社団法人 京都府介護支援専門員会） Ｐ２０５ 追加 

4 

報

酬 

連続３ ０

日を超え

る短期入

所 

区分支給限度基準額を超えて短

期入所療養介護を利用している

月において、緊急時施設療養

費、特定診療費がある場合、どこ

までを支給限度基準内とみなし

て請求可能か。 

区分限度管理対象となる単位数を日別に積み上げて、支給限

度基準額を使い切った翌日からは保険給付対象とならない。 

4 

報

酬 

連続３ ０

日を超え

る短期入

所 

短期入所について区分限度を超

えて全額利用者負担がある月か

ら、翌月まで入所を継続して連続

利用が 30 日を超えた場合は連

続して入所していたものとみなさ

れるか。 

区分限度を超えて利用者全額負担があった場合も通算して連

続利用とみなし、30 日を超えて報酬算定することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18短期入所生活介護事業 

 介護サービス関係Q&A・18短期入所生活介護（社団法人 京都府介護支援専門員会） 

介護サービス関係Ｑ＆Ａ（社団法人 京都府介護支援専門員会） Ｐ２０６ 追加 

5 

そ

の

他 

要介護認

定期間中

の短期入

所利用日

数の確認 

月の途中で変更認定等が行わ

れた場合は新たな要介護認定期

間に切り替わることとなる。この

場合に、サービス利用票別表に

おける「要介護認定期間中の短

期入所利用日数の確認」欄はど

のように記載するのか。 

変更認定後は、新たな要介護認定期間となり、要介護認定期

間中における短期入所の利用日数の確認も、新たな認定有効

期間の開始日から行うこととなる。変更認定のあった月におい

ては、前月までの利用日数をゼロとしてサービス利用票別表を

作成して、変更認定後の期間について短期入所利用通算日数

の確認を行う。 

5 

そ

の

他 

要介護認

定期間中

の短期入

所利用日

数の確認 

変更認定等により、当初設定さ

れていた要介護認定期間の終了

日より前に次の認定有効期間に

切り替わった場合、短期入所の

利用を前倒しで行っていると、結

果として変更認定前の短期入所

利用日数が要介護認定期間の

半分を超えてしまう可能性があ

る。この場合どのように取り扱う

か。 

サービス計画作成時点においては当初の要介護認定期間を

前提として短期入所の計画を立てているものであり、このよう

なケースは問題とならない。 

5 

そ

の

他 

要介護認

定期間中

の短期入

所利用日

数の確認 

連続30日を超えて短期入所を行

った実績がある場合、30 日を超

える利用日を短期入所の利用日

数として通算し、要介護認定期間

の半数との比較に含めるか。 

連続 30 日を超えた利用日については介護保険対象の短期入

所とはみなされず、保険給付の対象ともならないため、要介護

認定期間の半数と比較する短期入所の利用日数には含めな

い。 

5 

そ

の

他 

要介護認

定期間中

の短期入

所利用日

数の確認 

区分限度を超えて短期入所を行

った実績がある場合、短期入所

の利用日数として通算し、要介護

認定期間の半数との比較に含め

るか。 

区分支給限度基準額を超えて全額利用者負担で利用した短

期入所の日数については、「要介護認定期間中の短期入所利

用日数の確認」欄において短期入所の利用日数には含めな

い。限度内相当部分としての要介護認定期間の半数との比較

に含める日数は以下の算式により算出する。 

短期入所サービスの区分支給限度基準内単位数 ÷ 短期入

所の総単位数 × 短期入所の総利用日数（小数点以下切り

捨て） 

 


